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地域がん診療拠点病院の整備に関する指針

地域がん診療拠点病院の指定開始 (5施設 )

～平成17年 1月 時点で135施設指定

〉平成18年 4月

がん医療水準均てん化の推進に関する検討会
がん対策推進本部 設置 (厚生労働省)

地域がん診療拠点病院のあり方に関する検討会

がん診療連携拠点病院の整備について(旧指針 )

～平成2o年2月 時点で351施設指定

がん対策推進室  設置 (厚生労働省健康局)

卜平成18年 6月 がん対策基本法 成立
〉平成18年 10月 がん対策情報センター開設
〉平成19年 4月 がん対策基本法 施行

がん対策推進協議会 設置
)平成19年 6月 がん対策推進基本計画 策定 (閣議決定)

〉平成20年3月 がん診療連携拠点病院の整備について(新指針 )
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O質の高いがん医療の全国的な均てん化を図る事が目的:

○各都道府県において、2次医療圏に1カ所程度を目安に拠点病院を指定する:

①専門的がん医療の提供(我が国に多いがんについて)

②緩和医療を提供する体制の整備
③院内|がん登録システムの確立(若しく|ま確立予定)

l④他の1医療機関1今アドバイスや研修会の実施
んヽ診療情報の提供体制の整備

指定1要件 (抜粋)

1

0費|め高いがん1医療体制を確保するとともに:聾りの医療機関牛の診療連携を推進し,1春煮等
1手」する     すること

iコ男岳進出二、通ふふん肇農蓬墓鍵二嘉直‐O都道府県がん診療連携‐拠点病院(各都道府県
|(2次医療圏に1カ所程度)を 目安に拠点病院を指定する8    ‐ |‐ ■  |‐‐  ■|

①集学的治療〈手術1抗がん剤治療甲放射線治療等の組み合わせや緩和ケア)の実施|  | ||  ‐‐

②セカンドォピ手オジを提示する機能を持つこと    |           | ‐■■‐    ■|

③
‐
地域医療機関

^の

診療支援や病病連携二病診連携の整備、地サ連携クリテイカルイドスの肇備が軍ましぃ
④専F]医 (抗がん斉1治療医師t放射緑治療医、病理診断医)の配置、専門コメデイカルスタッフの配置‐  ‐

⑤早期1診断ヽ 緩和医療等|=関する研修を実施、相談支援ヤンターの設貢 |‐ ‐ | | ‐■|■ | ‐
⑥院1内がん登録の実1施 ‐■  ‐ ■‐|   ‐       ‐  ■.   | ■ _.

指1定
1要件 (抜粋〉



がん対策推進基本計画の概要 評成り年6月閣議決0

―
ヽ
１

(3)がん登録の推進
(2)治療の初期段階からの
1緩和ケアの実施

(1)放射線療法‐r化学療法の推進t■

||これらを専門的に行う医師等の1育成

4.がん登録        :15.が んの予防

☆ 院内がん登録を実施し
ている医療機関を増加

☆ 未成年者の喫煙率を
0%とする【3年以内】

6.がんの早期発見

☆ がん検診の受診率について、
50%以上とする【5年以内】

7.がん研究

☆ がん対策に資する
研究をよリー層推進

3.がん医療に関する相
談支援及び情報提供

☆ すべての2次医療圏
において、相談支援セ
ンターを概ね1箇所以
上整備 【3年以内】

21‐医療機関の整備等1.がん医療
①放射線療法及び化学療法の推進並びに医療従事者の育成
②緩和ケア ③在宅医療 ④診療ガイドラインの作成 ⑤その他

☆ すべての拠点病院において、放射線療法及び外来化学療法を
実施【5年以内】

☆ すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアにつ
いての基本的な知識を習得【10年以内(運用上5年以内)】

蔦m l
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O専門的知識を有する医師を配置しているか、
1又は他の医療機関の協力を得られる体制を有
|.していること。        ・
0放射線療法を専門としている場合には、放射
1線治‐療機器(装置)|が設置されていること

,

ロ ダlr‐密〒ダ
:顎1趾理琴幾躍霧警苦T
鳴椒賎量樹趾丘響¥醤

‐

〇医師、医療心理に携わる者等を含めたチTIム

|による緩和医療の提体体制を整備することも
〇現行は外来の緩和ケアに関する規定はなL

8‐
■1ま他の医療機関から協力を得られる体制が確|
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健 発 第 0301001号

平 成 20年 3月 1日

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

がん診療連携拠点病院の整備 について

我が国のがん対策 については、がん対策基本法 (平成 18年法律第 98号)及び

同法の規定に基づ く 「がん対策推進基本計画」 (平成 19年 6月 15日 閣議決定。

以下 「基本計画」 とい う。)に よ り、総合的かつ計画的に推進 してい るところであ

る。

がん診療連携拠点病院については、全国 どこでも質の高いがん医療 を提供す るこ

とができるよ う、がん医療の均てん化 を戦略 目標 とす る 「第 3次対がん 10か年総

合戦略」等に基づ き、その整備 を進 めてきた ところであるが、基本計画において、

更なる機能強化 に向けた検討 を進 めてい く等 とされていることか ら、 「がん診療連

携拠点病院の指定に関す る検討会」を開催 し、指定要件の見直 し等にういて検討 を

進 めてきた ところである。

今般、この検討会か らの提言 を踏まえ、 「がん診療連携拠点病院の整備 に関す る

指針」 (以 下 「指針」 とい う。)を別添の とお り定めたので通知す る。

ついては、各都道府県におかれては、指針 の内容 を十分了知の上、がん患者がそ

の居住す る地域 にかかわ らず等 しくそのがんの状態に応 じた適切 ながん医療 を受け

ることができるよ う、がん診療連携拠点病院の推薦につ き特段の配慮 をお願いす る。

また、指針 に規定す る 「新規指定推薦書」等については、別途通知す るので留意

されたい。

おって、 「がん診療連携拠点病院の整備について」 (平成 18年 2月 1日 付 け健

発第0201004号厚生労働省健康局長通知)は、平成 20年 3月 31日 限 り廃止す る。
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がん診療連携拠点病院の整備 に関す る指針

(健発第 0301001号 平成 20年 3月 1日 厚生労働省健康局長通知 )

(平成 22年 3月 31日 一部 改正 )

I がん診療連携拠点病院の指定について

1 がん診療連携拠点病院 (都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連

携拠点病院をい う。以下同 じ。)は、都道府県知事が 2を踏まえて推薦す る医

療機関について、第二者 によって構成 され る検討会の意見を踏まえ、厚生労働

大臣が適 当 と認 めるものを指定す るもの とす る。

2 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行 う医療機 関の整備 を図るととも

に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備 を図るほか、がん患

者 に対す る相談支援及び情報提供 を行 うため、都道府県がん診療連携拠点病院

にあつては、都道府県に 1カ 所、地域がん診療連携拠点病院にあつては、 2次

医療圏 (都道府 県がん診療連携拠点病院が整備 されてい る 2次医療圏を除 く。

に 1カ所整備す るもの とす る。ただ し、当該都道府県におけるがん診療の質の

向上及びがん診療の連携協力体制の整備がよ リー層図 られ ることが明確である

場合 には、 この限 りでない もの とす る。 なお、この場合 には、がん対策基本法

(平成 18年法律第 98号 )第 11条第 1項に規定す る都道府県がん対策推進

計画 との整合性 にも留意す ること。

3 独立行政法人国立がん研究セ ンターは、 (以 下 「国立がん研究センター」 と

い う。)我が国のがん対策の中核的機 関 として、他 のがん診療連携拠点病院ヘ

の診療 に関す る支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有す る医師

その他の医療従事者の育成や情報発信等の役割 を担 うとともに、我が国全体の

がん医療の向上 を牽引 してい くこととし、国立がん研究セ ンターの中央病院及

び東病院について、第二者 によつて構成 され る検討会の意見を踏まえ、厚生労

働大臣が適 当 と認 める場合 に、がん診療連携拠点病院 として指定す るもの とす

る。

4 厚生労働大 臣は、がん診療連携拠点病院が指定要件 を欠 くに至った と認 める

ときは、その指定 を取 り消す ことができるもの とす る。

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

1 診療体制

(1)診療機能

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供

ア 我が国に多いがん (肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんを

-2-
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い う。以下同 じ。)及びその他各医療機関が専門 とす るがんについて、

手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び

緩和ケア (以 下 「集学的治療等」 とい う。)を提供す る体制 を有す ると

ともに、各学会の診療ガイ ドライ ンに準ず る標準的治療 (以 下 「標準的 .

治療」 とい う。)等がん患者 の状態 に応 じた適切な治療 を提供す ること。

イ 我が国に多いがんについて、ク リティカルパス (検査及び治療等 を含

めた詳細 な診療計画表 をい う。)を整備す ること。

ウ がん患者 の病態に応 じた より適切 ながん医療 を提供できるよ う、キャ

ンサーボー ド (手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及

び技能 を有す る医師その他の専門を異にす る医師等によるがん患者の症

状、状態及び治療方針等 を意見交換・共有・検討 。確認等す るためのカ

ンファレンスをい う。以下同 じ。)を設置 し、定期的に開催す ること。

② 化学療法の提供体制

ア 急変時等の緊急時に (3)の②のイに規定す る外来化学療法室におい

て化学療法 を提供す る当該がん患者が入院できる体制 を確保す ること。

イ 化学療法の レジメン (治療内容 をい う。)を審査 し、組織的に管理す

る委員会 を設置す ること。なお、当該委員会は、必要に応 じて、キヤン

サーボー ドと連携協力す ること。

③ 緩和ケアの提供体制

ア  (2)の ①の ウに規定す る医師及び (2)の②のウに規定す る看護師

等 を構成員 とす る緩和ケアチームを整備 し、当該緩和ケアチームを組織

上明確 に位置付 けるとともに、がん患者 に対 し適切な緩和ケアを提供す

ること。

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備す ること。

ウ アに規定す る緩和ケアチーム並びに必要に応 じて主治医及び看護師等

が参加す る症状緩和に係 るカンファレンスを週 1回程度開催す ること。

工 院内の見やすい場所 にアに規定す る緩和ケアチームによる診察が受け

られ る旨の掲示 をす るな ど、がん患者に対 し必要な情報提供 を行 うこと。

オ かか りつけ医の協力・連携 を得て、主治医及び看護師がアに規定す る

緩和ケアチーム と共に、退院後の居宅における緩和ケアに関す る療養上

必要な説明及び指導を行 うこと。

力 緩和ケアに関す る要請及び相談に関す る受付窓 口を設 けるな ど、地域

の医療機 関及び在宅療養支援診療所等 との連携協力体制 を整備す ること。

④ 病病連携・病診連携の協力体制

ア 地域 の医療機 関か ら紹介 されたがん患者の受入れ を行 うこと。また、

がん患者 の状態に応 じ、地域の医療機 関へがん患者の紹介 を行 うこと。

イ 病理診断又は画像診断に関す る依頼、手術、放射線療法又は化学療法

に関す る相談な ど、地域の医療機関の医師 と相互に診断及び治療に関す
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る連携協力体制 を整備す ること。

ウ 我が国に多いがんについて、地域連携 ク リテ ィカルパス (が ん診療連

携拠点病院 と地域 の医療機 関等が作成す る診療役害J分担表、共同診療計

画表及び患者用診療計画表か ら構成 され るがん患者 に対す る診療の全体

像 を体系化 した表 をい う。以下同 じ。)を整備す ること。

エ ウに規定す る地域連携 ク リテ ィカルパスを活用す るな ど、地域の医療

機 関等 と協力 し、必要に応 じて、退院時に当該がん患者 に関す る共同

の診療計画の作成等 を行 うこと。

⑤ セカン ドオ ピニオ ンの提示体制

我が国に多いがんについて、手術、放射線療法又は化学療法に携 わる専

門的な知識及び技能 を有す る医師によるセカ ン ドオ ピニオン (診 断及び治

療法について、主治 医以外の第二者の医師が提示す る医療上の意見をい う。

以下同 じ。)を提示す る体制 を有す ること。

(2)診療従事者

① 専門的な知識及び技能を有す る医師の配置

ア 専任 (当 該療法の実施を専 ら担当 してい ることをい う。 この場合にお

いて、 「専 ら担 当 している」 とは、担当者 となっていればよい もの とし、

その他診療 を兼任 していても差 し支えない もの とす る。ただ し、その就

業時間の少 なくとも 5害1以上、当該療法に従事 している必要があるもの

とす る。以下同 じ。)の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有

す る医師を 1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則 と

して常勤であること。また、専従 (当 該療法の実施 日において、当該療

法に専 ら従事 してい ることをい う。 この場合 において、 「専 ら従事 して

いる」 とは、その就業時間の少な くとも 8割 以上、当該療法に従事 して

いることをい う。以下同 じ6)で あることが望ま しい。

イ 専任 の化学療法 に携わる専門的な知識及び技能 を有す る医師を 1人以

上配置す ること。 なお、当該医師については、原則 として常勤であるこ

と。 また、専従であることが望ま しい。

ウ  (1)の ③のアに規定す る緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和

に携 わる専門的な知識及び技能 を有す る医師を 1人以上配置す ること。

なお、当該 医師については、原則 として常勤であること。また、専従で

あることが望ま しい。

(1)の③のアに規定す る緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わ

る専門的な知識及び技能 を有す る医師を 1人以上配置す ること。 なお、

当該 医師については、専任であることが望ま しい。また、常勤であるこ

とが望ま しい。

工 専従の病理診断に携わる医師を 1人以上配置す ること。なお、当該医

師については、原則 として常勤であること。
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② 専門的な知識及び技能を有す るコメデ ィカルスタ ッフの配置

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を 1人以上配置す る

こと。

専任の放射線治療 における機器 の精度管理、照射計画の検証、照射計

画補助作業等 に携わる常勤の技術者等を 1人以上配置す ること。

イ 専任の化学療法に携 わる専門的な知識及び技能 を有す る常勤の薬剤師

を 1人以上配置す ること。

(3)の②のイに規定す る外来化学療法室に、専任の化学療法に携わる

専門的な知識及び技能 を有す る常勤の看護師 `を
1人以上配置す ること。

なお、当該看護 師については、専従であることが望ま しい。

ウ  (1)の ③のアに規定す る緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わ

る専門的な知識及び技能 を有す る常勤の看護師を 1人以上配置す ること。

(1)の③のアに規定す る緩和ケアチームに協力す る薬斉J師及び医療

心理に携わる者 をそれぞれ 1人以上配置す ることが望ま しい。

工 細胞診断に係 る業務 に携わる者 を 1人以上配置す ることが望ま しい。

③ その他

ア がん患者の状態に応 じたよ り適切 ながん医療 を提供できるよ う、各診

療科の医師における情報交換・連携 を恒常的に推進す る観点か ら、各診

療科 を包含す る居室等 を設置す ることが望ま しい。

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有す る医師の専門性及び活動実績等を定

期的に評価 し、当該医師がその専門性 を十分に発揮できる体制 を整備す

ること。なお、当該評価 に当たつては、手術・放射線療法・化学療法の

治療件数 (放射線療法・化学療法については、入院 。外来 ごとに評価す

ることが望ま しい。 )、 紹介 されたがん患者数その他診療連携の実績、

論文の発表実績、研修会 。日常診療等 を通 じた指導実績、研修会 :学会

等への参加実績等 を参考 とす ること。

3)医療施設

① 年間入院がん患者数

年間入院がん患者数 (1年間に入院 したがん患者 の延べ人数 をい う。 )

が 1200人 以上であることが望ま しい。

② 専門的ながん医療 を提供す るための治療機器及び治療室等の設置

ア 放射線治療 に関す る機器 を設置す ること。ただ し、当該機器 は、 リニ

ア ックな ど、体外照射 を行 うための機器であること。

イ 外来化学療法室を設置す ること

ウ 集 中治療室 を設置す ることが望ま しい。            ・

工 白血病 を専門 とす る分野に掲げる場合は、無菌病室を設置す ること。

オ がん患者及びその家族が′いの悩みや体験等を語 り合 うための場 を設 け
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ることが望ましい。

③ 敷地内禁煙等

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取 り組むこと。

2 研修の実施体制

(1)原則 として、別途定める「プログラム」に準拠 した当該 2次医療圏におい

てがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に

実施すること。                    ・

(2)(1)の ほか、原則として、当該 2次 医療圏においてがん医療に携わる医

師等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。な

お、当該研修については、実地での研修を行 うなど、その内容を工夫するよ

うに努めること。

(3)診療連携を行つている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカ

ンファレンスを毎年定期的に開催すること。

3 情報の収集提供体制

(1)相 談支援センター

①及び②に掲げる相談支援を行 う機能を有する部門 (以 下 「相談支援セン

ター」 とい う。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差 し支えない

が、その場合には、がん医療に関する相談支援を行 うことが分かる名称を用

いることが望ましい。)を設置 し、当該部門において、アからキまでに掲げ

る業務を行 うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援センターによる相

談支援を受けられる旨の掲示をするなど、相談支援センターについて積極的

に広報すること。

① 国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に

携わる者をそれぞれ 1人以上配置すること。

、 ② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家

族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す

ること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携

協力体制の構築に積極的に取 り組むこと。

<相談支援セ ンターの業務 >
ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防 。早期発見等に

関す る一般的な情報の提供

イ 診療機能、入院・外来の待 ち時間及び医療従事者 の専門 とす る分野・

経歴 など、地域の医療機 関及び医療従事者 に関す る情報の収集、提供

ゥ セカン ドオ ピニオンの提示が可能な医師の紹介

工 がん患者 の療養上の相談

オ 地域 の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の

事例 に関す る情報の収集、提供
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カ アスベス トによる肺がん及び中皮腫 に関す る医療相談

キ その他相談支援 に関す ること

(2)院 内がん登録

① 健康局総務課長が定める 「標準登録様式」に基づ く院内がん登録を実施

す ること。

②  国立がん研究セ ンターによる研修 を受講 した専任 の院内がん登録の実務

を担 う者 を 1人以上配置す ること。

③  毎年、院内がん登録の集計結果等を国立がん研究セ ンターのがん対策情

報セ ンターに情報提供す ること。

④  院内がん登録 を活用す ることにより、当該都道府県が行 う地域がん登録

事業 に積極的に協力す ること。

(3)そ の他

① 我が国に多いがん以外のがんについて、集学的治療等 を提供す る体制 を

有 し、及び標準的治療等 を提供 している場合は、そのがんの種類等を広報

す ること。

②  臨床研究等 を行 つている場合は、次に掲げる事項 を実施す ること。

ア 進行 中の臨床研究 (治験 を除 く。以下同 じ。)の概要及び過去の臨床

研究の成果 を広報す ること。

イ 参加 中の治験 について、その対象であるがんの種類及び薬斉J名 等を広

報す ることが望ま しい。

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院 として指定す る場合の指定要件 に

ついて

医療法第 4条の 2(昭和 23年法律第 205号 )に基づ く特定機能病院を地域

がん診療連携拠点病院 として指定す る場合には、 Ⅱの地域がん診療連携拠点病院

の指定要件 に加 え、次の要件 を満たす こと。

1 組織上明確に位置付 けられた複数種類のがんに対 し放射線療法を行 う機能

を有す る部門 (以 下 「放射線療法部門」 とい う。)及び組織上明確 に位置付
~け

られた複数種類のがんに対 し化学療法を行 う機能 を有す る部門 (以 下 「化

学療法部 門」 とい う。)をそれぞれ設置 し、当該部門の長 として、専任の放

射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能 を有す る常勤の医師を

それぞれ配置す ること。なお、当該医師につしヽては、専従であることが望ま

し /い 。

2 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等 に対 し、高度のが

ん医療 に関す る研修 を実施す ることが望ま しい。

3 他 のがん診療連携拠点病院へ診療支援 を行 う医師の派遣 に積極的に取 り組

む こと。
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IV 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件 について

都道府県がん診療連携拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上

及びがん診療の連携協力体制の構築に関 し中心的な役割 を担い、 Ⅱの地域がん診

療連携拠点病院の指定要件に加 え、次の要件 を満たす こと。ただ し、特定機能病

院を都道府県がん診療連携拠点病院 として指定す る場合 には、Ⅲの特定機能病院

を地域がん診療連携拠点病院 として指定す る場合の指定要件に加 え、次の要件

(1を除 く。)を満 たす こと。

1 放射線療法部門及び化学療法部門をそれぞれ設置 し、当該部門の長 として、

専任 の放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有す る常勤

の医師をそれぞれ配置す ること。 なお、当該医師については、専従であるこ

とが望ま しい 6

2 当該都道府県においてがん医療 に携 わる専門的な知識及び技能 を有す る医

師・薬斉J師 。看護師等を対象 とした研修 を実施す ること。

3 地域がん診療連携拠点病院等に対 し、情報提供、症例相談及び診療支援 を

行 うこと。

4 都道府県がん診療連携協議会 を設置 し、当該協議会は、次に掲げる事項 を

行 うこと。

(1)当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体制

その他 のがん医療 に関す る情報交換 を行 うこと。

(2)当該都道府 県内の院内がん登録のデータの分析、評価等を行 うこと。

(3)が んの種類 ごとに、当該都道府県においてセカン ドオ ピニオンを提示す

る体制 を有す るがん診療連携拠点病院 を含む医療機関の一覧を作成 。共有

し、広報す ること。

(4)当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院への診療支援 を行 う医師の

派遣 に係 る調整 を行 うこと。

(5)当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成 している地域連携

ク リティカルパスの一覧を作成・共有す ること。また、我が国に多いがん

以外のがんについて、地域連携 ク リテ ィカルパスを整備す ることが望ま し

い 。

(6)Ⅱ の 2の (1)に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が

実施するがん医療に携わる医師を対象 とした緩和ケアに関する研修その

他各種研修に関する計画を作成すること。

V_国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について

国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、Ⅲの特定機能病院を地域がん

診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件を満たすこと。

=1ユ

~



VI 指定・指定の更新 の推薦手続 き等、指針 の見直 し及び施行期 日について

1 指定の推薦手続等 について

(1)都道府県は、 Iの 1に基づ く指定の推薦 に当たつては、指定要件 を満

た してい ることを確認 の上、推薦意見書を添付 し、毎年 10月 末までに、

別途定める・「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出す ること。また、地

域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院 として指定の推

薦 を し直す場合又は都道府県がん診療連携拠点病院を地域がん診療連携拠

点病院 として指定の推薦 をし直す場合 も、同様 とす ること。

(2)が ん診療連携拠点病院 (国 立がん研究セ ンターの中央病院及び東病 院

を除 く。)は、都道府県を経 由し、毎年 10月 末までに、別途定める 「現

況報告書」 を厚生労働大臣に提出す ること。

(3)国 立がん研 究セ ンター の中央病院及 び東病 院 は、毎年 10月 末 まで

に、別途 定 め る 「現況報告書」 を厚 生労働 大 臣に提 出す ること。

2 指定の更新の推薦手続等について

(1)Iの 1及び 4の指定は、 4年 ごとにその更新 を受 けなければ、その期間

の経過 によつて、その効力を失 う。

(2)(1)の 更新の推薦があった場合 において、 (1)の期間 (以 下 「指定

の有効期間」 とい う。)め満了の 日までにその推薦に対す る指定の更新が

されない ときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後 もその指定の更

新が され るまでの間は、なおその効力を有す る (Iの 1に規定す る第二者

によつて構成 され る検討会の意見を踏まえ、指定の更新が されない ときを

除 く。 )。

(3)(2)の 場合 において、指定の更新が された ときは、その指定の有効期

間は、従前の指定の有効期間の満了の 日の翌 日か ら起算す るもの とす る。

(4)都道府県は、 (1)の 更新の推薦に当たつては、指定要件 を満た して

いることを確認 の上、推薦意見書を添付 し、指定の有効期間の満了す る 日

の前年の 10月 末までに、別途定める 「指定更新推薦書」を厚生労働大臣

に提出す ること。

(5)Iの 1か ら 3及び Ⅱか らVま での規定は、 (1)の指定の更新について

準用す る。

3 指針 の見直 しについて

健康局長は、がん対策基本法第 9条第 8項において準用す る同条第 3項の規

定によりがん対策推進基本計画が変更 された場合その他の必要があると認 める

場合には、 この指針 を見直す ことができるもの とす る。

4 施行期 日

この指針 は、平成 20年 4月 1日 か ら施行す る。ただ し、 Ⅱの 3の (1)の

①及び Ⅱの 3の (2)の ②については、平成 22年 4月 1日 か ら施行す る。ま

た、 Ⅱの 1の (1)の④ の ウについては、平成 24年 4月 1日 か ら施行す る。
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参考

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針

(定義の抜粋 )

1 我が国に多いが

肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをい う。

2 ク リテ ィカルパス

検査及び治療等 を含 めた詳細な診療計画表 をい う。

3 キャンサーボー ド

手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能 を有す る医師そ

の他の専門を異にす る医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見

交換・共有・検討・確認等す るためのカンファレンスをい う。

4 レジメン

治療 内容 をい う。

5 地域連携 ク リテ ィカルパス

がん診療連携拠点病院 と地域の医療機関等が作成す る診療役割分担表、共同診

療計画表及び患者用診療計画表か ら構成 され るがん患者 に対す る診療の全体像 を

体系化 した表をい う。

6 セカン ドオ ピニオ ン

診断及び治療法 について、主治医以外の第二者の医師が提示す る医療上の意見

をい う。

7 専任

当該療法の実施 を専 ら担当 していることをい う。 この場合において、 「専 ら担

当 している」 とは、担 当者 となつていればよいもの とし、その他診療 を兼任 して

いて も差 し支えない もの とす る。ただ し、その就業時間の少なくとも 5割以上、

当該療法に従事 している必要があるものとす る。

8 専従

当該療法の実施 日において、当該療法に専 ら従事 してい ることをい う。 この場

合において、 「専 ら従事 している」 とは、その就業時間の少な くとも 8割以上、

当該療法に従事 してい ることをい う。
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9 年 間入 院がん患者 :

1年 間に入院 したがん患者 の延 べ人数 をい う。

0 放射線療法部門

組織上明確 に位置付 け られた複数種類のがんに対 し放射線療法を行 う機能を有

す る音5F号 をい う。

1 化学療法部門

組織上明確に位置付 けられた複数種類のがんに対 し化学療法を行 う機能を有す

る部門をい う。
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都道府県別1拠点病院あたり人口/面積

（く
十
）
回
く
い
製
捻
盤
輝
収
昼

Ｆ

1,000,0
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1拠点病院あたり面積(km2)

3′500,0 4′ 500.0
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病床数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)
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０

８

　

　

　

７

病院数 (施設 )

０

　

　

　

０

　

　

　

０

６

　

　

　

５

　

　

　

４ ‖地域

麟都道府県

く900 く1000 >=1000

30

20

10

0

病床数

邸道府県拠点病院数   51
平 士 692

最 大 1.308

日取 324
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新入院がん患者数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

病院数 (施設)

「
地域

鷺都道府県

ドバがダダデバダダダババダダダババデババ 襲ら行がん患者

新入院がん患者数】

1200人 以上の 1200人 以上の



新入院がん患者割合分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

―
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160

病院数 (施設 )

140

120

100

80

60

40

20

Ⅲ地域

磯都道府県

o新入院がん

患者害1合 (%)
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医師数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

160

140

120

100

80

60

40

20

病院数 (施設 )

‖地域

轍都道府県

く100  く150  く200  く250  く300  く350  く400  く450  く500  く550  く600  く650  く700  く750  く800  >=800         _
常勤医師総数 (人 )



看護師数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

90

病 院 数 (施設 )

80

70

60

50

,地域

爾都道府県
‖

40

30

20

10

0

く100 く600

r_世 __鳩麒な_l ___r¨ ="・ ルー: ___7‐¬

く700 く800     く900    く1000   く1100   く1200   >=1200
常勤看護師総数 (人 )
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悪性1重瘍手術件数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

160

140

120

100

80

60

40

病院数 (施設 )

■地域

籐都道府県

く600      く700      く800      く900 く1000 >=100°   手術件数総数 (件 )

Ｉ
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輌
―

1年 10月 出されたカ※悪性1重瘍 県から厚 拠点病院の報 ～7月 の手術実績を示す。
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手術実績 【肺がん、乳がん】 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

【肺がん】 (開胸手術十胸腔鏡下手術)

350

300

250

200

150

100

50

0

■地域

甕都道府県

【乳がん】 (手術)

400

350

300

250

200 ■地域

150 轟都道府県
100

50

0

※手術件数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。平成21年 6月 ～7月 の手術実績を示す。
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手術実績 【胃がん】 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別 )

【胃がん】(開腹手術十腹腔鏡下手術)

400

350

300

250

200 ●地域

150 鶴都道府県

100

50

0

【胃がん】 (EMRttESD)

350

300

250

200

150

100

50

0

■地域

難都道府県

※ EMR:内 視鏡手術 (粘膜切除術)

ESD:内視鏡手術 (粘膜下層剥離術 )

平成21年 6月 ～フ月の手術実績を示す。※手術件数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。
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手術実績 【大腸がん】 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別 )

【大腸がん】(開腹手術十腹腔鏡下手術)

400

350

300

250

200

150

100

50

0

●地域

機都道府県

【大腸がん】 (内視鏡手術)

300

250

200

150

100

50

0

●地域

繭都道府県

※手術件数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。平成21年 6月 ～7月 の手術実績を示す。
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手術実績 【肝臓がん】 (都道府県拠点病院、

【肝臓がん】(開腹手術)

地域拠点病院別)

【肝臓がん 】 (マイクロ波凝固法十ラジオ波焼灼療法)

350

300

250

200

150

100

50

0

■地域

艤都道府県

300

250

200

150

100

50

0

■地域

饉都道府県

※手術件数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。平成21年 6月 ～フ月の手術実績を示す。



放射線治療患者実数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

く200く100

90

病院数 (施設 )

80

70

60

50

■地域
40 羅都道府県

30

20
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~1 0

く900     く1000     >=1000     
患者実数 (人 )

‐
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〇
‐

(※ 3施設)

※ 放射線治療患者実数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。
平成20年 1月 ～12月 の間に放射線治療が開始された患者実人数(新患+再患)を示す。



がんに係る薬物療法 (入院化学療法のべ患者数)分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

160

病院数 (施設 )

140

120

100

‖地域

饉都道府県

40

20

く1000 >=1°°°
   のべ患者数 (人 )

〓
●
〓

―
い
一‐

※ 入院化学療法のべ患者数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労1動 省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。化学療法¬レジメンを1人として数える。

べ患者数】

内服のみのレジメンは対象外とする。平成21年 6月 ～7月 の実績を示す。



がんに係る薬物療法 (外来化学療法のべ患者数)分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別 )

――……… 140

病院数 (施設 )

_            120

…
  100

80

■地域

鶴都道府県

40

鶯 _´瞥 0

>=10°0   
のべ患者数 (人 )
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※ 外来化学療法のべ患者数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。化学療法 1レジメンを1人として数える。

内服のみのレジメンは対象外とする。平成21年 6月 ～7月 の実績を示す。

外来のべ患者数】



緩和ケア外来患者数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

病院数 (施

250

■地域

150 繭都道府県

100

く100く50 く200 く300     く400     く500     く600     く700     く800     く900    く1000   >=1000      
患者数 (人 )

l

|

(※ 8施設 ) (※ 100施設) (※ 11施設 )

ケア外来患者数 ケア外来患者 緩和ケア外来患者

※ 緩和ケア外来患者数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。平成21年 6月 ～7月 の実績を示す。



緩和ケア病棟の年間新入院患者数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

病院数 (施

300

250

200

11地域

150 鐵都道府県

100

50

0

患者数 (人 )

ヽ
|

(※36施設 ) (※277施設) (※ 68施設 )

成20年 1月 ～12月 の実績を示※ 緩和ケア
す。

1年 10月 末に ん診療連



がんに関する相談件数分布 (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

……  120

病院数 (施設)

100

■地域

躍都道府県

40

く50 く100 く200 く400     く500 く700 く1000   >=1000    
本目詔ご牛数 ({牛 )

‐
∞
い
‐

(※ 2施設 ) (※ 1施設 )

※

す
相談件数は、平成21年 10月 末に都道府県から厚生労働省に提出されたがん診療連携拠点病院の報告書より引用。がんに関する相談に限る。平成21年 6月 ～7月 の実績を示



がん診療連携拠点病院の設備整備状況① (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

【集中治療室】(C要件)                           【集中治療室】

ｌ
ω
Ｏ
‐

350

300

250

200

150

100

50

0

病院数 (施設 )

■地域

鶴都道府県

【無菌室】(C要件)

300

250

200

150

100

50

0

病院数 (施設 )

‖地域

鬱都道府県

※ 整備指針において、「集中治療室」の設置は必須要件ではな
く「望ましい」要件としている。

【無菌室】

※ 整備指針において、「無菌室」については、自血病を専門とす
る分野に掲げる場合は無菌室を設置することとしている。
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がん診療連携拠点病院の設備整備状況② (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

【語りの場】【がん患者及びその家族が語り合うための場の設置】(C要件)

300

250

200

150

100

50

0

=地域

壼都道府県

【地域連携クリティカルパスー覧の作成・共有(平成23年 10月 末まで)】 (A要件)     【地域連携クリティカルパスー覧の共有】

40

35

30

25

20

15 
羅都 道 府 県

10

5

0

※ 整備指針において、「語り合うための場」の設置は必須要件
ではなく「望ましい」要件としている。

51

じ

一た 15

※ 整備指針において、「地域連携クリティカルバスの一覧の作

成・共有」については、都道府県拠点病院において平成23年 10
月末までに整備することとしている。

駁∫遭 府 県拠 点柄 1尻郵 51

あり 38

なし 13

地域拠点病院数 り
乙

つ
０

あ り 246
/A‐ [´ 78

再掲)特定機能病院謝 74

あ り 5[

な し



がん診療連携拠点病院の設備整備状況③ (都道府県拠点病院、地域拠点病院別)

【地域連携パス整備状況・我が国に多いがん】(平成23年 10月 末まで)(A要件)

300

250

200

150

100

50

0

■地域

簿都道府県

【地域連携パス整備状況・我が国に多いがん以外のがん(平成23年 ¬0月 末まで)】 (A要件)

400

350

300

250

200

150

100

50

0

■地域

羅都道府県

【地域連携パス整備・我が国に多いがん】

※ 整備指針において、「我が国に多いがん」とは、肺がん、胃が
ん、肝がん、大腸がん及び乳がんをいう。

【地域連携パス整備・我が国に多いがん以外のがん】

※ 整備指針において、「地域連携クリティカルパス」について

は、地域拠点及び、都道府県拠点病院において平成23年 10月

末までに整備することとしている。

―
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■地域

鸞者「道府県

【病期別の5年生存率の把握状況】

=地域

繭都道府県

あり なし

がん診療連携拠点病院の設備整備状況④ (都道府県拠点病院、

【セカンドオピユオン外来の整備】

地域拠点病院別 )

【セカンドオピニオン外来の整備】

※ 整備指針において、「セカンドオピニオンの提示体制」の整備
は、必須要件として定めており、全ての拠点病院で充足している

が、外来の設置は必須要件ではない。

【病期別の5年生存率の把握状況】

※ 整備指針において、「5年生存率」については、必須要件では

ない。




